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対象　胃・肺・大腸・乳がん検診＝４０歳以上、子宮
がん検診＝２０歳以上　※乳・子宮がん検診は年度
内に偶数年齢になる方のみ
料金・実施機関　「わが家の健康カレンダー」や広
報とまこまい１４ページをご覧ください
※国保特定健康診査と同日実施も可能です
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　市営住宅偶数月の募集

※１　�＝浴室あり（浴槽自己負担）　��＝浴室なし　�＝浴槽
リース　※２　�＝単身者申し込み不可。２人以上の世帯に限る
��＝単身者は５４歳以上（４月１日現在）の方が申し込み可。２人
以上の世帯も申し込み可　�単身者申し込み不可。６０歳以上の高
齢者および階段の昇降が困難な障がい者のいる世帯も申し込み不
可　※３　家賃は収入によって決定

申込書配布・申し込み先　１０月１８日�月 ～２２日�金 に直
接または郵送（消印有効）で　※ファクス不可　〒０５３-８７２２　旭
町４丁目５番６号　住宅管理課（市役所４階）

市民の死因の第１位は「がん」であり、約
３人に１人はがんで亡くなっています。
市では、早期発見・早期治療を目的に検診
を実施しています。「がん検診」を受けましょう！

平成2１年度の「がん検診」より

�がん発見者の６割以上が初回受診者
�精密検査未受診者から「進行がん」が見つかっている
�多くの人にがん以外の病気が見つかっている

�受診したことない人こそ、早めの受診が大切！

�精密検査までしっかり受診することが大切！

�がんだけでなく、ほかの病気を見つけるチャンス！

▼つまりつまり

詳細　健康支援課　�３２-６４１０

早期発見が鍵！
受受受受受受受受受受受受受受受受けけけけけけけけけけけけけけけけよよよよよよよよよよよよよよよようううううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！受けよう！「「「「「「「「「「「「「「「「ががががががががががががががががんんんんんんんんんんんんんんんん検検検検検検検検検検検検検検検検診診診診診診診診診診診診診診診診」」」」」」」」」」」」」」」」「がん検診」

　　地域で防災活動に取り組みましょう！
　　～「自主防災組織」と「災害時要援護者避難支援」について～

地域で取り組む防災活動は、大規模災害時の被害を最小限に止めることができます！

町内会などで自主防災組織の結成や災害時要援護者避難支援に取り組みましょう！

詳細　住宅管理課　�３２‐６３１６

募集住宅一覧表
単身等
入居

家賃（円）
※３

有料
駐車場浴室構造・規模築 年団地名

※２

８，２００～
１６，２００

※１

３ＤＫ平屋S５１東開町６-２-３
公住１２-１５６�

７，６００～
１０，７００２ＤＫ２階建S４５東開町６-１-２０

公住１０６�

３，４００～
６，８００２ＤＫ平屋S４４東開町６-１-２０

公住１１�

１２，２００～
２４，０００○３ＤＫ５階

３階部分S５４植苗５１-１７８
公住１-３０６�

　留意事項　　
�いずれも暖房なし（煙突式）、給湯なし（取付可）、プロパンガス
�収入基準などにより入居できない場合あり
�入居者（同居者）が暴力団員の場合は入居申し込み不可
�一般申込者で現在空き待ちの方も申し込み可
�申し込み多数の場合は抽選により決定（市職員による公開抽選）
　抽選日時・場所＝１０月２７日�水 　１９時～　市役所４階会議室

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ で危機管理室　検索　　　詳細　危機管理室　�３２-６２８０

災害時に効果的な活動ができ
るように、次の活動をします。

住民が防災に関して正しい知識を共有し、各家庭で
災害に備え、防災活動へ積極的に参加するように促
す活動をします。

活動内容は？

�防災知識の広報・啓発
（地域防災・家庭内の安全対策の周知）

�地域の災害危険の把握
（防災マップ・ハザードマップでの把握）

�防災訓練の実施
（個別訓練・総合訓練の実施）

町内会などで、地域のお年寄りや体の不自由な人な
ど災害時に手助けの必要な方（災害時要援護者）を
あらかじめ登録しておき、実際に災害が発生した場
合、地域の人が避難を手助けする仕組みのことです。

災害時要援護者避難支援とは？

調査情報に基づき、災害時要援護者に登録を希望す
る方と、災害が発生しそうな場合や発生したときに、
災害に関する情報を伝え、一緒に避難などの支援を
する人（支援者）を登録します。

支援が必要な人、支援する人を登録！

作成された登録書は、災害が発生したときや災害の
恐れがあるときに、地域における避難支援に役立て
ることができます。

避難支援に役立ちます！

町内会や自治会と同じく地域単位で構成され、地域
における防災活動を行う組織です。苫小牧市では
現在５２の組織があり、多くの自主防災組織は町内会
を母体として結成され、それぞれに自主的な防災活
動を行っています。

自主防災組織とは？

結成するには？

実際に自主防災組織を結成するには、全国的に町内

会や自治会などのすでにある団体をベースにする

場合がほとんどです。苫小牧市でも町内会を母体

として自主防災組織を結成し、活動を行っています。

消火訓練の様子�

要援護者は、町内会が中心となり、地域の代表者
（民生委員、児童委員、町内会役員など）と連携を図
りながら、町内会の住民の方で支援を必要としてい
る方を調べる必要があります。

�介護保険の要介護３以上の居宅での生活者
�身体障がい者（１・２級）および知的障がい者
（療養手帳Ａ）
�その他希望者（一人暮らしの高齢者や高齢
者のみの世帯）

要援護者とは？

「自主防災組織」、「災害時要援護者避難支援」で自分たちの地域を守ろう！

阪神・淡路大震災や新潟中越地震のような大規模な災害が発生した場合、公共団体などの防災関係機
関は全力で活動をしますが、災害の規模が大きくなればなるほど、すべての災害現場に向かうこと
は難しくなります。特に阪神・淡路大震災では６千人を超える尊い命が犠牲になりましたが、ガレキ
の下から救出された人は２万５千から３万５千人とも言われており、その救出で活躍したのは「地域
の住民や事業所」の方々によるものです。この教訓から自主防災組織の重要性が見直され、各地で自
主防災組織の育成を積極的に取り組むようになりました。

大規模災害時の対策としては、防災関係機関の強化も重要ですが、町内会や自治会などが主体とな
り、隣近所の人々が助け合う仕組みの構築が必要になってきます。地域の防災拠点として地域の人
が連帯して、自分たちの住む地域を自分たちで守るという「自主防災組織」の結成や、安全な場所
への避難を支援する「災害時要援護者避難支援」制度を活用することにより、被害を最小限にする
ことができます。

大規模災害時には地域の人が活躍！


